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  お知らせ  
◇ご存じですか？事業所税 　
対市内にある事業所などの延床面積の合計が1000㎡を超えるか
従業者数の合計が100人を超える事業所

問市民税課☎216-1172D216-1177

◇入札参加資格審査申請の受け付け 
①業務委託等…11月30日まで　
②物品購入等…12月１日～14日　
③水道局の業務委託…12月１日～27日
問①②は契約課☎216-1161D216-1164
③は水道局経理課☎213-8511D285-6779

  募　集  
◇インボイス制度（適格請求書等保存方式）に関する説明会
対法人・個人事業者　
期11月12日（金）10時～11時30分、13時30分～15時　
所鹿児島税務署　
申事前に電話で鹿児島税務署☎255-8111（自動音声案内に従い
「２」を選択）へ

  補助制度など  
◇中小企業者向け産業振興資金…申し込みは取扱金融機関へ
問産業支援課☎216-1324D216-1303

事業者の皆さんへ
詳しくは市ホームページをご覧ください▶

　今回は、「16．平和と公正をすべての人に」を
紹介します。
　日本では、児童虐待やドメスティックバイオレ
ンス(DV)の相談件数が増加傾向にありますが、
このような虐待や暴力は、いかなる理由があって
も、人権を侵害する許されない行為であり、その
防止に向けて社会全体で取り組んでいかなければ
なりません。
　11月は「児童虐待防止推進月間」です。「児童
虐待かも…」と思ったら、児童相談所虐待対応ダ
イヤル1

いちはやく

89や、こども支援室（こどもと女性の相談室）☎216-1262、
谷山福祉部福祉課☎269-8473などの相談窓口へ連絡し、虐待から
子どもを守るために、みんなで取り組みましょう。

【政策企画課☎216-1106D216-1108】

市営住宅入居者募集

生ごみの水きりや雑がみの
分別にご協力ください！

受付日時 受付場所

12月６日（月）
10時～14時 桜島支所
10時～16時 谷山サザンホール

12月７日（火）・８日（水） ９時～16時 中央公民館

12月９日（木）
10時～15時

松元支所
吉田福祉センター

12月10日（金）
喜入支所
郡山支所

◇募集住宅など詳しくは12月１日（水）から配布する募集案内書
か、同日以降に市HPをご覧ください
◇募集案内書の配布場所… 住宅センター、各支所（休日などは時間

外窓口で配布）、鴨池・鹿児島中央駅市
民サービスステーション

申直接、各受付日時・場所へ
　※郵送は12月10日（消印有効）までに〒892-8677山下町11-1
　　（公財）県住宅・建築総合センター☎808-7502D216-1389へ

①街頭キャンペーン
期 11月６日（土）
所 イオンモール鹿児島
②パープルライトアップ
期11月12日（金）～25日（木）　
所かごしま水族館
③パープルツリーにリボンを結ぼう！
期11月12日（金）～25日（木）
◇設置場所　 サンエールかごしま、イオンモール鹿児島、本庁東

別館、吉野・伊敷・谷山支所、市立図書館、かごし
ま近代文学館・メルヘン館、かごしま水族館

①～③共
問男女共同参画推進課☎813-0852D813-0937

■サンエールかごしま相談室☎813-0853
◇DVをはじめ毎日の暮らしの中で女性が抱えるさまざまな問題
に関する相談に応じています

◇相談時間　火～日曜日の10時～17時（水曜日は20時まで）

■女性の人権ホットライン☎0570-070-810
◇相談時間　月～金曜日の８時30分～17時15分
◇強化週間の相談時間　 11月12日（金）・15日（月）～18日（木）の８

時30分～19時、11月13日（土）・14日（日）
の10時～17時

女性に対する暴力をなくす運動 （11月12日～25日）

「私さえ我慢すれば…」と思っていませんか？
　DVには「殴る・蹴る」などの身体的暴力だけでなく、「大
声で怒鳴る」などの精神的暴力、「外出させない」などの社会
的暴力、「生活費を渡さない」などの経済的暴力、「性的行為
を強要する」などの性的暴力があります。１人で悩まずに相
談してください。

市街化調整区域における住宅建築等に関する条例改正
　来年４月１日より、市街化調整区域のうち土砂災
害警戒区域などの災害リスクの高いエリアでは、分
譲住宅の建築などが原則禁止されます。
◇詳しくは市HPか土地利用調整課☎216-1383D216-
1385へ
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SDGｓ未来都市・鹿 児 島 市

～持続可能な社会の実現を目指す17の国際目標～

秋季全国火災予防運動 （11月９日～15日）
◇火災が多くなるシーズンを迎えます。住宅用火災警報器は10年
を目安に取り換え、コンロやストーブなど火気を扱うときは、
火災予防を心掛けましょう

◇「住宅防火　いのちを守る10
　のポイント」など火災予防の
　注意点や住宅用火災警報器に
　関しては、消防局HPをご覧く
　ださい

【消防局予防課☎222-0970D227-4119】

ごみマイナス100ｇまであと24ｇ
◇令和３年９月現在で、家庭からの
　市民一人一日当たりのごみの量は
　494ｇで、平成27年度（570ｇ）より
　76g減少しました
◇令和５年３月までにごみマイナス
　100ｇを達成できるように、引き
　続きごみの分別にご協力をお願い
　します
◇市HPなどで啓発動画を配信してい
　ます

【資源政策課☎216-1290D216-1292】
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女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク


